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論文

ナッシュ交渉問題におけるImai解の公理化；選択肢集合が

コンパクトであり，プレイヤーの数が可変である場合l}

長

田
久

中

領 壱

誠

要約

本稿では，ナッシュ交渉問題で，選択肢集合がコンパクトであり，交渉に参加するプレイヤーの数が可

変である状況を設定し， Imai解 (Imai(1983)), 交渉達成度に関する辞書式マクシミン解，の公理化を行

う。我々 は， Imai解が，不変性，対称性，独立性，最適性，安全性，及び安定性を満足する唯一の交渉解

であることを示す（定理3)。これらの公理のうち，前から四つまでは Nash(1950)のそれらとほぼ同じ

である。安定性は， Lensberg(1988)のそれと同じ流儀で定義される。この公理は，交渉に参加するプレ

イヤーの構成が異なる，二つの交渉問題に対して，解は整合的な形で解決を与えなければならないことを

要求する。残る一つ，安全性が，本稿で提出する新しい公理である。非凸な選択肢集合を認める場合， Imai

解は多価写像となり，プレイヤーが最終的に得る効用に関しては不確実性が存在することになる。本稿で

は，プレイヤーは，マクシミン的な危険回避行動をとると仮定する。安全性は，この危険回避的なプレイ

ヤーがとる選択行動の一面を表した公理である。

キーワード：交渉ゲーム；公理分析；危険回避行動：マクシミン行動仮説： Kalai -Smorodinsky 

解； Lensberg: 個人間厚生比較

経済学文献季報分類番号： 02-21 

第 1節 イントロダクション

本稿の目的は，ナッシュ交渉問題での解の一つ， Imai解 (Imai(1983)), を以下に述べる二つの

方向で拡張し，公理化を行うことである。なお Imai解は，その定義に即して呼ぶならば，交渉達成

度に関する辞書式マクシミン解，とでも言うべきだが，本稿では簡潔に Imai解と呼称することにし

たい。ラフな表現が許されるならば， Imai解は，交渉達成度の低い順からプレイヤーの立場を辞書

式に改善していくという考えに則った，交渉ゲームでの解の一つである，といってよいだろう。

冒頭で二つの方向で拡張すると述べたが，その意味は以下のとおりである。本稿では交渉妥結可

能な選択肢の集合が非凸な場合も認めて，解が定義できるようにする。これが第一の方向での拡張

1)この論文の初期の原稿はEconomicDesign Workshop (大阪大学社会経済研究所， 1999年9月）で発表された。

席上多くの方々から，特に西條辰義氏（大阪大学）と吉原直毅氏（一橋大学）から，貴重なコメントをいただいた。

この場を借りて厚くお礼申し上げる次第である。また，安定性の解釈に関しては大和毅彦氏（東京都立大学）の御

示唆は大変有益であった。なお，著者の一人，長久，は平成 11年度関西大学学術研究員として，在外研究の機会を

得た。機会を与えてくださった同大学に対し，深く謝辞を申し上げる次第である。
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である。このために， Imai解をはじめとする多くの解は，多価写像 (correspondence)として定義

せざるを得なくなる。経済学的に解釈すれば，このことは，交渉の帰結としてプレイヤーが受け取

る効用を解は一意には指示しえず，故にプレイヤー達は，交渉に際して，ある種の不確実性に直面

せざるを得ないこと，を意味する。本稿においては，我々は，プレイヤー達はこの不確実性に対処

するに，マクシミン原理が指示するような危険回避的行動をとると想定する。そして，このプレイ

ヤー達の交渉における危険回避行動を表した公理が，安全性である。これは，本稿で提唱する新し

い公理であり， Imai解の公理化に利用される。交渉に参加するプレイヤーは全て，自分にとって最

悪の事態に落ち着くことを憂慮して交渉に臨むとしよう。すると次のような全員一致判断が成り立

つ可能性は十分にある。すなわち，ある選択肢（の集合）を交渉の結果として選ぶことは，自らの

危険回避的行動の観点から望ましくないと全員が判断する，そういう可能性である。この場合は，

その選択肢（の集合）が交渉結果となることはないであろう。このようなプレイヤー達の交渉の場

における行動を表した公理が，すなわち安全性なのである丸

なお本稿において，「危険回避的」と我々がいう場合には，常にプレイヤー達が生起可能な事象間

に関し客観的な確率分布を持ち得ない状況を想定している。その状況でプレイヤーがマクシミン原

理に従った行動をとる，ということを指して，彼らは「危険回避的」であると言っているのである。

フォン・ノイマン・モルゲンシュテルン期待効用関数（以下では v.N.M期待効用関数と呼ぶ）にお

ける危険回避度とは関係してはいない。この点に留意されたい。

交渉妥結可能な選択肢の集合，つまり交渉の結果プレイヤー達が受け取る利得ベクトルの集合，

が非凸であることは，プレイヤー達がv.N.M期待効用関数を持たないか，持っていても十分信用で

きる randomizationdeviceが一つも存在しない場合の交渉問題に直面していると解釈できる。この

ような状況下では，プレイヤーが本稿で想定する危険回避的選択を行うことは，十分にありうる。

実証研究や実験では v.N.M期待効用が否定されることが多い以上 (Camerer(1995)), 選択肢集合

が非凸な場合での交渉問題をとり扱えるように解を定義し直すことは重要である。

数学的に厳密に言うならば，本稿で取り扱う選択肢集合は全て，原点を非協力点とした有限次元

ユークリッド空間の非負象限内でのコンパクト集合であり，かつ必ず正象限と交わりを持つもので

ある。特にこの条件を満たすもののうち，有限個の点から構成されるものはすべて交渉問題での選

択肢集合となりうる。その意味で，本稿は選択肢集合が有限個のケースを取り扱える長所を持って

いる。

拡張の第 2の方向は，交渉に参加するプレイヤーの数を可変とする点に求められる。我々は n人

のプレイヤーが潜在的に存在し，そのうちの何人かが集まって交渉ゲームを行う，と想定する。そ

して解は，交渉に参加するプレイヤーの集合が何であっても，プレイヤーが受け取る最終的効用の

候補の集合を指示できるものでなければならない。このような状況で，我々が解に与える性質が安

2)直接的に本稿と関係しているわけではないが，不確実性下でのマクシミン行動によるdecisionmakingについて

はGilboa(1988), Gilboa and Schmeidler (1989)がある。
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定性である。これは Lensberg(1988),Thomson and Lensberg(1989), Peters(1992)らの Stability

と似た流儀で定義される。安定性の意味することは，これまで定義されてきた Stabilityの多くと大

差はない。すなわち安定性は，交渉に参加するプレイヤーの構成が異なる，二つの交渉問題に対し

て，解は整合的な形で解決を与えなければならないことを要求するのである。安定性もまた Imai解

の公理化に利用される。なお， Lensberg流の Stabilityは，今日では Consistencyと呼称される一

群の公理の一つとして広く知られている。この事情を考えれば，訳語としては，「整合性」のほうが

相応しかったかもしれないが，ここでは安定性で統一した％

本稿での主定理の主張は，上記の設定のもとでImai解がこの安全性と安定性に加えて，不変性，

対称性，独立性，最適性の六つの公理を満足する唯一の解であるということ，これである（定理 1,

3)。不変性以下の四つの公理は， Nash(1950)のそれらと基本的には同じであり，解が多価写像の

場合に定義し直したものである。これら四つの公理は Imai(1983)でも利用されている。 Imai(1983)

は，これらに加えて，ある種の単調性を用いて， Imai解の公理化を成し遂げている。我々は単調性

に代えて，安定性と安全性を採用したのである。なお，潜在的に存在するプレイヤーの数が 2人以

下の時には，安定性は不要となり，残る五つで Imai解は公理化できる（系）。これらの結果の意味

については，後で十分に論じるつもりである。とりあえずここで強調しておきたい点は，次の一点

である。 Imai解は，個人間厚生比較に関与する解である。特にそれは，交渉達成度に関して比較劣

位にあるプレイヤーの立場をできる限り改善する。その意味で，交渉における相対的弱者の立場を

配慮する解といえる。交渉に臨むプレイヤー達は，必ずしもこのような正義感覚を持つとは想定さ

れていない。彼らは自らの利益のみに関心を持つ合理的な行動をとると想定されているだけである。

少なくとも Imai解の公理化に寄与する各公理が想定している状況は以上のようなものである。に

もかかわらず，これらの公理に従った交渉結果は，弱者配慮の交渉解に帰着してしまう。このこと

自体，大変興味深い事実である。何故そうなるのか，という点に関して，我々の公理化（定理 3)

はImai(1983)とは異なった解答を与えている。このことは十分に強調しておきたい。この点に関

して， 4節以下で改めて論じるつもりである。

以上の説明からわかるように，本稿は，非凸な交渉問題での解の公理化に関する文献群 (Anant,

Mukherji, and Basu (1990), Conley and Wilkie (1991), Mariotti (1998), Nagahisa and Tanaka 

(1999))の中に位置づけられる。と同時に， Consistencyによる公理化に関する文献群 (Lensberg

(1987) , Lensberg (1988))にも属している 4)。本稿は，この意味で，両者が交錯する領域での研究

3)我々が調べた限りでは，初期においてStabilityは， MultilateralStabilityという名称で， Consistencyとは区別さ

れていた(Thomsonand Lensberg(1989), Peters(1992))。しかし，今日では，本文中で述べたように， Consistency

の一つと見なされているようである (Thomson(1994))。訳語として，「整合性」を使わなかった理由は，この言葉

を当てると，この概念や他の公理の説明に，例えば「……に整合的な解決を図る……」などの表現が使えなくなる，

という，主として文章表現上の理由である。

4)ただし， Consistencyは，ナッシュ交渉問題のみに関わるわけではない。これは，提携形の協カゲームの中で定義さ

れる解の持つ性質として知られており (Thomson(1994)), 広く協カゲーム理論全般で扱われているテーマである。
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である。非凸な交渉問題における解の公理化のうち，本稿と同様，選択肢集合が有限集合であるケ

ースに特に関心を払っているのは， Mariotti(1998) とNagahisaand Tanaka (1999)である。前

者は， Nash解の公理化を行い，後者は Kalai-Smorodinsky解5l(Kalai and Smorodinsky (1975)), 

以下KS解と略す，の公理化を行っている。特に Nagahisaand Tanaka (1999)は本稿と関係が深

い。本稿の文献上での位置づけに関するより詳細な議論は，適当な個所で適時行うこととしたい。

元々 ， Imai解は， 3人以上のプレイヤーが存在する場合での KS解の欠点を克服する目的で提出さ

れた経緯がある。 Kalaiand Smorodinsky (1975) による KS解の公理化はプレイヤーの人数が 2

人のケースに限定されている。しかも最適性が公理の一つに採用されている。しかし KS解は，プレ

イヤーが 3人以上いる場合，最適性を満たさない。従って Kalaiらの公理化は，そのままの形では

3人以上にケースに拡張することはできないのである。そして，このケースでの KS解公理化の代替

案として，提出されたのが Imai解とその公理化であった，と我々は拝察している。我々の設定でも，

Imai解と KS解のこのような関係は，そのまま保持されることになる（定理 2)。

論文の構成に関して簡潔に述べる。第 2節は定義と記号を定める。公理と Imai解の説明も併せて

行う。第 3節は諸定理を述べ，幾つかの簡単な留意事項に触れる。第 4節では定理の証明を与える。

また最も重要な定理 3の論理構造を吟味し，一つの解釈を与える。第 5節は結論である。幾つかの

補足的な留意事項を述べ，特に安全性の公理の意味について詳しく検討する。

数学記号上の約束： R嗜直次元のユークリッド空間としよう。任意の X, y E Rnについて， X

>> Y, x~y は， x;> y; for any i E{l, …，n)及び X;~y;for any i E{l, ... ,n)を意味する。 x>y

は， x~y かつ X'FY を意味する。ここで X;はXの第 i成分を意味する。 R1とR1+は各々 n次元ユ

ークリッド空間の非負象限と正象限であるとする。 M を任意の集合としたとき，その基数は，特に

問題のない限り小文字mで表すことにする。-,(・)は（・）の否定を意味する。 A,Bを二つの非空集

合とする。 Aの各要素に対し Bのある非空な部分集合を対応させる操作を多価写像と呼ぶ。多価写

像fに関して，各 aEAに対し， J(a)が常に一点から構成される場合， fを（一価）写像という。

A-Bは， AとBの差集合であり， {x:xEA&-,(xE BJ)を意味しているものとする。

第 2節定義と記号

n人のプレイヤーが潜在的に存在し，各プレイヤーには 1から nまでの indexが予め付けられて

いるとしよう。このプレイヤー全ての集合をNとする。交渉問題はNの任意の非空部分集合Mに関

して定義される。 Mに属する各プレイヤー iは，ある一つの利害対立を卒んだ問題に直面し，交渉

によって妥結を図らねばならない，と想定しよう。交渉が妥結すれば，彼は（非負の実数値で表現

5)一つの交渉問題，各プレイヤーが得る可能性のある最高利得を並べてできるベクトルを，その交渉問題でのイデ

アルポイントという。 KS解は，非協力点とイデアルポイントを結ぶ線分上に位置する利用可能な選択肢のうち，

イデアルポイントに最も近いものを選ぶ交渉解である。
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された）利得X; (以下では効用と呼ぶ）をうるが，失敗すれば，何も得られず，彼の効用はゼロで

あると想定しよう。

さて，交渉が妥結したとしても，そこで各自が得る効用は，プレイヤー達の駆け引きや情報的制

約等に依存して様々に変りうる筈である。交渉の結果得ることのできるプレイヤー達の効用の組x

を選択肢 (alternative)とよぶ。 X はm次元空間 RM内の点として表現される。ここで RりまMのメ

ンバーがそれぞれindexとなったm次元の空間とする。つまり M ={ 2,5,6}ならば， RMは第 2次

元，第 5次元，第 6次元からなる 3次元の空間である。論理的に帰結可能な選択肢の集合を選択肢

集合 (theset of alternatives) と呼び， Sで表す。組(M,S)のことをプレイヤーの集合Mが直面し

ている交渉問題 (bargainingproblem) と呼ぼう。なお， Mの中での交渉が失敗した場合での，プ

レイヤー iEMの受け取る効用のリストを，以下では交渉問題(M,S)での非協力点(disagreement

point)と呼ぶ。考察されている交渉問題(M,S)が文脈の上で明白である場合は，単に交渉問題，非

協力点と呼ぶことにしたい。定義により，非協力点は RMの原点である。便宜上，非協力点も，交渉

の一つの帰結と解釈し， 0ESと仮定する。また， Sはコンパクトであり， Sf7R"!+キ¢ と仮定する。

プレイヤーの集合Mが直面する交渉問題(M,S)は，一つであるとは限らない。例えば， Mをある労

働組合のメンバーの集合とし， Sは1999年での賃金交渉の妥結可能な契約のリストであるとしよう。

Sの構成は例えば，その年の景気の状況に左右されて，様々に変りうる筈である。不景気の時のS

は非常に小さく，場合によっては好況時でのそれの部分集合になるかもしれない。各Mが直面する，

論理的に可能な交渉問題(M,S)を全て集めた集合を日と記号する。これは非空な集合と仮定する。

なお日の構造に関する，より細かい規定は節ごとに与えることとしたい。

一つの交渉問題(M,S)EBが与えられた時，このSの中でプレイヤー iEMにとっての最高の

効用水準 max{x;・・(x;,x_;)ES}が決まる。交渉問題(M,S)にとってのイデアルポイント I(M,S)ER 

Mはその第 i成分l;(M,S)がこのプレイヤー iの最高の効用となっているベクトルを指していう。

交渉問題の解 (solution)とは，論理的に可能な交渉問題(M,S)E日の各々に対して， Sのある非

空部分集合を対応させる多価写像 6 として定義される。以上の説明からわかるように，解とは， M

に属するプレイヤー達が一つの交渉問題(M,S)に直面した際に彼らがとるであろう協力行動を数学

的に定式化したものに他ならない。尚，論理的に可能な交渉問題全ての集合 5 を，以下では（解の）

定義域 (domain) と呼ぶことにする。

以上がモデルの設定である。本稿での設定は，標準的なナッシュ交渉問題 (Nash(1950))の設定

と次の 3点で違うのみである。第 1に，交渉に参加するプレイヤーの数が可変であるとすること，

第2に選択肢集合Sの凸性（及びcomprehensiveness)を仮定しないということ，そして第 3に，

これら 2点の論理的帰結により，解はプレイヤーの任意の集合に対して，多価写像として定義され

なければならないこと，である。このうち，第 1,第2の点の意味付けに関しては，ィントロダク

ションで簡潔に触れている。また，本節後半でより詳細に論じる予定でもある。

なお，これら設定の違いに従って，本稿での「交渉問題」という用語の意味も標準的なそれとは
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ずれがある。このことにも留意されたい。既に説明したように，標準的設定では，交渉に参加する

プレイヤーの集合は，常に潜在的に存在するプレイヤーの集合Nそのものである。一方で，その非

協力点は様々に変り得ると想定される。従って標準的な用語法では，交渉問題はNが直面する選択

肢集合Sと非協力点dの組(S,d)で与えられるのである。これに対して，我々の場合は，非協力点は，

交渉に参加するプレイヤーの集合が同じである限りは，変化しない。本稿において交渉ゲームを考

える際に重要な点は交渉に参加するプレイヤーのメンバー構成Mと彼らにとって利用可能な選択肢

集合Sのみである。従って交渉問題も，その二つの組(M,S)で規定されることになるのである。

本稿での公理化の対象となる Imai解 (Imai(1983))を定義しよう。言葉の上でなら，次のよう

に帰納的に定義するのが，わかりやすい。交渉問題(M,S)を所与としよう。 Sに属する各選択肢をと

り，この選択肢がMに属する各プレイヤーに与えている利得のうち最も低い利得に注目する。 Sの

各選択肢をこの最低利得に関して比較し，最大なものを与える選択肢の集合をとり， A,とする。こ

のA,が唯一の選択肢からなるならばその選択肢を Imai解は選ぶ。ただ一つでなければ， A,に含ま

れる選択肢をそれが与える 2番目に低い利得に関して，先と同様の比較を行う。そしてこの利得が

最大になっている選択肢を選び出して，集合A2を作る。この A2が唯一の選択肢からなればその選択

肢を Imai解は選ぶ。複数の選択肢が含まれていれば，更に 3番目に低い利得に注目し，このアルゴ

リズムを続ける。このような辞書式順序によるアルゴリズムを 4番目，…， m-1番目， m番目に低

い利得という順で繰り返せば，最終的に Imai解が交渉問題(M,S)で指示する選択肢の集合が確定

する。以上が Imai解の定義である。

但し正確には， Imai解においては以上のような辞書式順序付けはオリジナルな選択肢集合上で行

われるのではない。比較は非協力点とイデアルポイントでの各プレイヤーの得る利得をそれぞれ 0

と1に正規化した選択肢集合で行わねばならない。後にわかることだが，この正規化は，非協力点

とイデアルポイントでのプレイヤーの交渉達成度を各々 0%と100%とし，残りの選択肢も，同様に

交渉の達成度のパーセンテージを表すリストとして変換する操作として解釈できる。従って， Imai

解は，ややラフな言葉で表現して申し訳ないが，交渉の達成度に関して，プレイヤーの立場を恵ま

れない順から辞書式に改善を図っていく交渉解である，ということができよう 6)0

以下， Imai解の形式的定義を与えよう。任意の xER州こ対して， C(x}ERMを以下のような Xの

昇べき順並び換えとする。

C(x);;;;; C(x); for any i ,j EM  with i < j. 

このような C(・）によって，炉上の推移的な 2項関係Pを次のように定義する。

[ y p X ⇔ヨ kEM  s. t. C(y); = C(x); for any i E M with i < k and C(y)k > C(x)k] for any x, 

yERM 

ypxであるとき， YはXに対して (Pに関して）優越する，という。

6) Imai解と同様に交渉達成度に基づいて定義された解を考察した文献としてDhillon,Amrita and J. Mertens 

(1999)がある。彼らは， Utilitrian解を扱っている。
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次に交渉問題(M,S)の正規化を定義する。I(M,S)一1を各成分がイデアルポイントのその成分の逆

数となっているm次元ベクトルとする。I(M,S)一15をS'と書くと，そのイデアルポイント I(M,S')

は(1,…, 1)となっている。この S'をSの正規化とよぶ。同様に任意の xESの正規化 x'を， I(M,

S)一IXと定義する。

以上の準備をもとに Imai解，¢は次のように定義される。任意の交渉問題(M,S)EEに関して

tr(M,S): ={x ES三（ヨ yE S s.t.y'px')} 

Imai解に関して， 2点ばかり数学上の留意事項を述べたい。第 1に， Imai解は定義可能である。

つまり，各交渉問題(M,S)に対して， tr(M,S)は非空である。これはSがコンパクトであることによ

っている。実際，先の言葉で説明したアルゴリズムに従って計算していけば， Imai解が定義可能で

あることがわかる。 S'の各要素x'のC(x')で，その第一成分 C(x') 1が最大になるものを集める。そ

の集合が先の A1である。これは非空のコンパクト集合である。次にこの A1上でその各要素x'のC

(x')で，その第二成分 C(x')2が最大になるものを集める。これが A2であり，やはり非空なコンパク

ト集合である。同様の手順を繰り返すことによって， Imai解が定義可能であることが示せる。

第2に，選択肢集合Sが凸集合とは限らないのでImai解は多価写像である。実際，交渉問題(M,

S)に関して XEIF (M,S)としよう。更にイデアルポイントの各成分の値は全て等しいとしよう。こ

のとき， Xの成分を適当に並び替えてできる選択肢YがyESであれば，定義により yE tr (M,S) 

でもある。

解が満たすべき公理を以下順に説明する。二つの任意の a,x ERMについて， axをax:=(a凸）

iEMと定義する。 ScR勺こついて， aS:= { ax:xES}と定義する。以下一つの解9を所与としよう。

不変性

任意の(M,S)EBと任意の aER~+~ こついて， (M,aS)EBならば， a<1(M,S)= <1(M,aS)である。

n(M)を集合M上の置換の集合とする。がEH(M)とxESが与えられた時， XをMからR(実数

の集合）への写像と見なせば，二つの合成写像 XO冗が定義できる。集合sC RMが対称であるとは，

S ={xo冗．．冗EH(M),xES}となっているときをいう。つまり Sに任意の元の成分を任意に並べ替

えたものも Sの元であるとき， Sは対称であるというのである。交渉問題(M,S)に関して， Sが対称

であるとき， (M,S)は対称な交渉問題と呼ぶことにしよう。

対称性

任意の(M,S)EEに関して， Sが対称ならば tt(M,S)もまた対称である。

交渉問題(M,S)でのパレート効率的な集合PO(M,S)を定義する。

PO(M,S) = {x E S:y ER~, y > x⇒y戸 SJ
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最適性

任意の(M,S)EBに関して， <1(M,S)c PO(M,S)である。

独立性

任意の(M,S),(M, T) E日に関して， ScTかつ I(M,S)= I(M, T)としよう。このとき cr(M,T)n

s * <pならば cr(M,T) n S = cr(M,S)である。

以上の四公理のうち，不変性，対称性，最適性のオリジナルは Nash(1950)に，独立性は Roth

(1977) にある。われわれは（一価）写像について定義されていたそれらの公理を，解が多価写像

である場合で拡張したのである。不変性は効用の単位の変換は，交渉結果に影響しないことを示し

ている。例えば，労使間の賃金交渉で， ドル建てで交渉しようと，円建てで交渉しようと，得られ

る実質的な利得は違いがない，これが不変性が要求していることである。実際，この例で，不変性

が成立しない解に従って，労使間で交渉が妥結したとすると，プレイヤー達が一種の「貨幣錯覚」

を犯したことを意味するだろう。このような非合理的な行動をプレイヤー達は交渉の場でとること

はない，これが不変性の真意である。対称性の意味は次のとおりである。交渉の結果，帰結するプ

レイヤーの利得の大小は，その交渉におけるプレイヤーの持つ交渉力の大小を反映していると解釈

できる。すると， Sが対称であるとは，交渉の結果得られる利得ベクトルの空間でプレイヤー達を

評価したとき，彼らが互いに等しい交渉力を持つことを意味している。この場合，交渉力の等しい

プレイヤー間での交渉の結果は，やはり対称であるに違いない。これが対称性のいわんとするとこ

ろである。最適性では，プレイヤーのある集団が共同して，自分達の立場を一斉に改善でき，そし

てそのことによって他のプレイヤーが不利になることがない，そういう状況が想定されている。こ

のとき，誰もこのプレイヤーの一団による交渉結果の改善を妨げることはできない。これが最適性

の意味することである。

独立性は，交渉に参加するプレイヤーの集合は同じだが，彼らにとっての選択肢集合が異なるニ

つの交渉問題間で解がある種の整合性を持たねばならないことを意味している。正確には，独立性

は，ある選択肢が交渉解で選ばれるには，それがイデアルポイントとの位置関係でのみ決まってく

ることを示している。たとえ二つの交渉問題が異なっていても，イデアルポイントが不変である限

り，片方の交渉問題で交渉の結果帰結するとされる選択肢は，もう片方の問題でも（それが利用可

能である限り）交渉の結果，帰結する筈である。これがこの論文での独立性が意味することである。

この点に関連して， Thomson(1981)のreferencefunctionに触れておくのは有益である。これ

は独立性の様々な variantsに関係する概念であり，一口に言うと 2つの交渉問題について refer-

ence functionが同じならばプレイヤー達はその 2つの交渉問題を同じ性質を持つものとみなし，同

じように行動するわけである。我々の場合，この referencefunctionに該当するのがイデアルポイ

ント（との位置関係）であることは言うまでもない。
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第 5番目の公理は安定性である。二つのプレイヤーの非空集合M,P withP c M を所与とする。

点XERM¥こついて，炉e だを，任意の iE pについて吋=X; となっている P次元ベクトルとす

る。

交渉問題(M,S}EEと選択肢 xESを所与とする。この時， Mの部分集合Pが直面する交渉問題

(P,SX)を， sx=(yE R凡ヨ zES  s.t. zP = y and zM-P = xM-P }U(0 }, 但し 0はだでの原点

である， と定義する。この交渉問題(P,sx)をPとXに関する交渉問題(M,S)のreducedproblem 

と呼ぼう。文脈の上でPとX及び(M,S)が明らかな場合，単に reducedproblemと呼ぶことにした

ぃ。この概念の意味は，次のとおりである。交渉問題(M,S)E日で， Mに属するプレイヤーのうち，

M-Pのプレイヤー i全てに，利得叫1EM-P)を与えるとしよう。この条件の下で，なお残るプ

レイヤーの集合Pにとってオリジナルな交渉問題(M,S)で帰結可能となる選択肢を集める。こうし

て作った交渉問題が reducedproblem (P,Sx)である。従来の定義 (Thomsonand Lensberg (1989)) 

とは違って，ここでの(P,Sx)の定義では (0)を付け加えている。これは交渉問題がcomprehen-

siveであることを仮定していないためである。

安定性

任意の(M,S)と日， XE<1(M,S), 及びPcMについて'(P,SサE日かつ IJP,Sx)= l;(M,S) for 

anyiEPならば，炉E<1(P,SX)である。

安定性は，解が二つの互いに連関した交渉問題， (M,S)とその reducedproblem (P,Sx), に対し

てある種の整合的な交渉結果を指示しなければならないことを意味している。

安定性の意味に関して詳しく検討しよう。第 1にreducedproblem(P,Sx)に対しての解釈を与え

ねばならない。これは次のとおりである。元々のオリジナルな交渉問題(M,S)において，プレイヤー

の一部 M-Pの各メンバーは，選択肢Xを選ぶことに合意している，特に彼らは Xでの効用 X;を受

け取ることに合意しているものとしよう 7)。残るプレイヤーの集合Pの各メンバーは， Xに対して合

意しているとは限らず，従って交渉は引き続き行われるわけであるが， M-Pに関してのかような

部分合意を前提とする限り， Pに関して妥結可能な選択肢の集合は， reducedproblem (P,Sx)での選

択肢集合 SXである他ないであろう。以上を要約すると， reducedproblem (P,Sx)とは，そのオリジ

ナルな交渉問題(M,S)において，プレイヤーの一部 M-PがXに合意した状況で，残るプレイヤー

の集合Pによって続行される交渉問題である，と解釈できるのである。

7)注意すべきは， M-PはXに合意しているというだけであり，実際にその利得を既に受け取っているわけではな

ぃ，という点である。利得の受け渡しは交渉に参加するメンバー全員が合意してはじめてなされる。このように想

定する理由は，ナッシュ交渉問題での出発点にある前提，交渉は全員が合意してはじめて成り立つものとする，そ

うでなければ非協力点が帰結する，に由来している。参加メンバーの一部のみに成り立つ部分合意は認めていない

のである。著者はこの点の教示を大和毅彦氏（東京都立大学）に負うている。
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さて，以上の準備をもとに，安定性の意味に関して考えよう。仮に安定性が成立しなければ，っ

まり， reducedproblem (P,Sx)でがが選ばれなかったとしたら，どうなるかを考えるのが近道であ

る。仮にいま， reducedproblem (P,Sx)で解が指示する選択肢を任意に取り， yPとしておこう。 Pに

属するプレイヤーで， yPで彼が受け取る効用がザのそれよりも高ければ，彼は元々のオリジナルな

交渉問題でXには合意しないはずである，むしろ選択肢(yクM-P)が交渉結果として成立する可能

性が高い。なぜならプレイヤーの集合M-Pが， XM-Pに合意した後で行われる交渉問題で，プレイ

ヤーの集合Pはy勺こ合意するわけであるから，交渉全体としては， (y八XM-P)に帰着する，と考える

のが自然だからである。そこで， Pに属するプレイヤー全てに関して， yPで彼らが受け取る効用が炉

のそれよりも低いことになる。しかし，ががPに関して利用可能な選択肢である以上，かような(P

に関しての）パレート劣位な交渉結果が帰結することは，考えられない。以上のことからわかるよ

うに，安定性が成立しないと， reducedproblem (P,Sx)での交渉に参加するプレイヤー達が，（オリ

ジナルな交渉問題または reducedproblemの少なくともいずれか一方で）非合理的な選択を行って

いることを意味するのである。

もっとも厳密を期すならば，以上の説明は，選択肢に関してだけではなく，それを正規化した交

渉達成度のベクトルに関しても，適用されねばならない。なぜなら安定性が適用される交渉問題で

は，一つの条件l;(P,Sサ=l; (M,S) for any i E Pが付帯されているからである。この条件の下で

は， reducedproblem (P,Sサでの各選択肢がPのメンバーに与える交渉達成度は，オリジナルな交

渉問題のそれと同じである。つまり， reducedproblem (P,Sx)での各選択肢は， Pのメンバーにとっ

ては，効用で見ても，交渉達成度で見ても，オリジナルな交渉問題のそれと同じなのである。交渉

に参加するプレイヤー達の関心は，自分が受け取る効用のみではなく，交渉達成度にもある。この

点は，先の独立性の説明で，イデアルポイントとの位置関係がreferencefunctionである，とした

説明からも首肯できることである。そこで，仮に reducedproblem (P,Sx)で先の付帯条件l;(P,Sヴ

= l; (M,S) for any i E Pが成立しないとしよう。するとPに属する各プレイヤーにとって，もは

や reducedproblem (P, sx)はオリジナルな交渉問題と同じであるとは言えなくなる。そこで彼ら

がこの reducedproblemで，オリジナルな交渉問題とは違う選択を行ったとしても，それは非合理

的な行動ではないのである。

以上は，プレイヤーの集合Pから見た場合での話であったが，残りの M-Pのメンバー，つまり，

部分的に合意したプレイヤー達から見ても事情は同じである。解が安定性を欠くならば，彼らもオ

リジナルな交渉問題での交渉結果を受入れない筈である。 M-PのメンバーがXを交渉結果として

受入れたにもかかわらず， reducedproblemではx以外の選択肢が帰結したとしよう。これはたと

えば， Pに属するあるプレイヤーが， Mのメンバー間での交渉問題では，表に出せない（あるいは

出すと不都合な）特殊な事情があり，それがPの中でなら，その事情を表に出して交渉に臨める，

といった状況ならば起こりそうである。このような隠し持っていた情報を使って交渉を有利にまと

めたとすると，これは，交渉参加者の一部にのみ秘匿された情報に基づいて交渉が行われたことを
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意味する。当然，その情報にアクセスできないプレイヤー達，は交渉結果をフェアなものとは見な

さず，更には交渉そのものに参加しなくなるだろう。つまりこの場合も，プレイヤーの間で拘束力

ある交渉結果をうることは難しくなる。これからわかるように，安定性が意味していることは，交

渉は参加者であれば公共的に誰でも観察可能な情報のみに，具体的にはプレイヤーの持つ選好と交

渉妥結可能な選択肢の集合のみに，基づいてなされる，ということである。更に，そうでなければ

交渉は妥結しない，という経験的事実を反映した公理なのだともいえる。

以上の五公理のオリジナルは既に文献上に存在しており，我々が行った正当化と解釈は，全てこ

れら文献でのそれらを踏まえたものである。公理が多価写像としての解の上で定義される点とイデ

アルポイントについての条件を除いては，これらの公理に関しては目新しい論点はない。この点は

強調しておきたいと思う。

次に述べる安全性はこの論文で定義する新しい公理である。プレイヤーの非空集合Mと有界集合

TcR竺を所与とする。各プレイヤー iEMに関して， infT;: = inf { x;: (xいら） ET}とおく。

/nj'Tは，その第 i成分が inj'T;である， m次元ベクトルとしよう。

安全性

任意の(M,S)E日と有界集合 T こだについて， injT> > info-(M, S)ならば→ (TC S)である。

解が多価写像であるという我々の設定は，解は与えられた交渉問題の最終的な結果までは確定し

えず，ただ最終的な結果の候補を選び出すだけである，と解釈できる。最終的な結果はこの中から

選ばれるわけであるから，プレイヤー達が最終的に得る効用水準には不確実性が存在している。仮

にプレイヤー達が悲観的であって，自分にとって最も都合の悪い結果が選ばれる事態に特に関心を

持つとしよう。すると，彼らは <:f(M,S)の中での自分達が得る最低の効用水準の改善を重視するだろ

う。全てのプレイヤーがこのような危険回避行動をとるとすれば，候補の集合について全員の最低

の効用水準を改善することができる余地のある限り全員一致でそう行動する筈である。これが安全

性の公理が意味していることに他ならない。これは別のいいかたをすれば最低効用水準についての

パレート最適性である。

以上の説明からもわかるように，安全性は，非凸な選択肢集合を扱う，我々のモデルの設定と密

接に関連している。イントロダクションでも述べたように，交渉問題が非凸であるとは，プレイヤ

ー達がv.N.M.期待効用関数を持たないか，持っていても十分信用できる randomizationdeviceが

存在しない場合の交渉問題に直面していると解釈できる。このような状況でのプレイヤーの行動に

関しては，様々な想定が可能であると思える。我々の提唱したマクシミンタイプでの危険回避行動

の想定が，果たして妥当かどうかに関しては意見が分かれるところだろう。この問題を更に検討す

るには，客観的確率分布が存在しないケースでのプレイヤーの合理的選択行動に関する研究を進め

るしかない。これは我々が本稿で論じる主題とは異なる。故に，この問題は，それらの研究の進展
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を見守った上で，検討するしかない。少なくとも現時点では，我々としてはこう考えている。この

点に関しては，第5節の結論で，もう一度触れたいと思う。

第 3節定理

定理 1(Imai解の定性的性質）

定義域日を所与とする。この上で定義される Imai解は不変性，対称性，独立性，最適性，安定性，

及び安全性をみたす。

証明：安定性の成立のみを確認しよう。 (M,S)E日， XErl(M,S), 及びPcMについて'(P,Sサ

ESかつ l;(P,Sサ=I;(M,S)for any i E Pとしよう。ここで→ (x!'E rl (P,Sサ）であるとする（背理

法）。さて以下の証明では， X とがの正規化を行い，辞書式順序による比較を行う個所が随所に出て

くる。しかし，仮定， l;(P,Sサ=l;(M,S) for any i E P, により，がの各成分の正規化は，実は

Xでの対応する成分のそれと等しい。このため両者の正規化を区別せずに議論できることに留意さ

れたい。

さて Imai解の定義により，背理法の想定は次のことを意味する。

①ある yE 5xに対して，ある自然数kEPがあって， C(x!'); = C(y);(j < k)かつ C(x!')k< C(y)kで

ある。

ここで， C(x!')とC(y)は各々がと Yの正規化の昇べき順並び替えを表しているとする（厳密を期

すならば，がと Yには正規化の記号，ダッシュ，をつけるべきだが，煩雑になるので，このように略

記することとしたい）。

zESをみ=Y; for any i E P and z戸 X;for any i E M -Pとしよう。 XErl(M,S)でもあ

るから， Xとzを辞書式順序で比べた場合， Xがzに優越されることがあってはならない。このこ

とと①を見比べてみよう。すると， Xとzの正規化を昇べき順に並び替えて比較した場合， C(x)に

おいては成分 C(が） Kの前に iE M-Pに関する (xの正規化の）成分が少なくとも一つは割り込

まなければならないことが判明する。（そうでないと①の第k成分の不等式 C(が）k< C(y)kが効い

てきて， Xがzに優越されることになってしまい，矛盾するからである。）より正確には， x;(iEM  

-P)の中で幻<C(x!')んとなるものが少なくとも一つは存在しなければならない，ということにな

る。このような成分を全て集め，この集合をQとしよう。つまり， Q:={石 (iEM-P) .'. 幻<C(x 

P)k}である。

しかし， yE 5xの定義により， Qに属する全てのがこ関して， x戸 Z;であるから， Z;'<C(x!')kで

もある。つまり，①での順位の 1番から K番の間に iE M-Pの成分 X;が割り込めば， Z;も割り込

んでくるのである。このことより， X とzの正規化を昇べき順に並び替えて比較しても，①の K番

目の不等式は効いてくることになる。これは XErl(M,S)に矛盾する結果である。 ■

Imai解の定義に沿って考えれば， Imai解が残りの公理を満たすことはほぼ自明である。定理 1は
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任意の定義域日上で成り立つことに留意されたい。日の定義から，これは非空な交渉問題の集合で

あり，各交渉問題(M,S)E日に関しては， 0ES, Sはコンパクト， ScR生及びSnR屯→ら｝

が成り立っている，ことにも留意すべきである。

次の定理を述べる前に，若干の概念を準備する必要がある。任意の交渉問題(M,S)において， SE[ 0,1] 

を一つの正の実数とする。集合 Ss:= {x ES: x~sl(M,S)} を考える。 s*: = max {s:Ss * </,} 
としよう。 s*はwelldefinedである。

s* I (M,S)は，選択肢集合Sのイデアルポイントと非協力点を結ぶ線分上に位置する。この点がS

に属しているとすれば，これは， Kalaiand Smorodinsky (1975)が定義した意味でのKS解が選

ぶ選択肢である。我々の定義域に属する交渉問題では凸性が仮定されていないから， s*I (M,S)が交

渉問題の選択肢である保証はない。この定義域上で， KS解がSを定義するとすれば，任意の(M,S)

E日に関して，がs(M,S)=Ss*とする他ないだろう。これがNagahisa and Tanaka (1999)で，

定義されたKS解に他ならない。園で例解するならば，このKS解は次のように表現できるだろう。

各交渉問題(M,S)に対し，原点とイデアルポイントを結ぶ線分上の各点でkinkしたレオンチェフ

型の関数を考える。そしてKS解は，この関数の値を選択肢集合S上で最大にする選択肢全てを集

め，これをがS(M,S)とするのである。以下，特に断らない限り， KS解は， Nagahisa and Tanaka 

の一般化された定義を指しているものと，約束したい。

以上の説明からわかるように，集合Ss*は，与えられた交渉問題(M,S)でのKS解のとる値の集合

なのである。この概念を使えば， Imai解とKS解の関係を明らかにすることができる（定理2)。

定理 2(Imai解と KS解の関係）

定義域 5 を所与とする。任意の(M,S)EEについて，

(1) cl (M,S) c Ss* fl PO(M,S)であり；

(2)Mが2人のプレイヤーから構成され， Sが対称であれば， cl(M,S) = Ss* fl PO(M,S) 

証明

(1)交渉問題(M,S)E日を所与とする。 cl(M,S) c PO(M,S)は， Imai解の定義から自明なので， cl(M,

S)こ Ss*のみを証明しよう。まず，一つの準備を行う。 Ss*は非空だから yE Ss*が存在する。 Ss*

の定義から y~s*l(M,S)であるので，任意の i EMについて s*l;(M,S);;;; Y; となる。故に，

① s*;;;; y;/ l;(M,S) for any i E M 

となっている。以上で準備が終わった。

XE cl(M,S)を任意にとる。 XESs*を示せばよい。 Xに関して，その成分X;の番号iを，次の二

つの集合に分類しよう。

A:= {j:s*S x;/ l;(M,S)} ,B:= {j:s*> x;/l;(M,S)} 

すると，各 jEBは，

②全ての iEMに関して， x;/I;(M,S) < s*;;;; 飢I;(M,S)(ふ①）及び
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③全ての kEAに関して， x;/I;(M,S)< s*~ 五/Ik(M,S)

となっている。この二つの関係から，もしBが非空ならばy'がx'を優越することとなる。これは

X E~(M,S)に反する。故にBは空であり，このことから X ESs*であることがわかる。

(2Xl)を考慮すれば， ~(M,S) コ Ss*n PO(M,S)を示せば十分である。 2人のケースであるから，

図解して考えれば容易に証明できる（演習問題）。 ■

定理 2の(1)は， Imai解が， KS解の subcorrespondenceであることを意味している。正確には，

任意の交渉問題でImai解が指示する選択肢の集合は， KS解が指示する選択肢の集合とパレート

最適な選択肢集合の intersectionの部分集合であることを意味しているのである。交渉問題の選択

肢集合が凸である場合にも， Imai解はKS解のこの意味での refinementであることは，既にわかっ

ている (Imai(1983))。従って定理2はこの事実が非凸な交渉問題でも成立することを示している，

と解釈できよう。

なお，定理2も定理 1と同様，任意の定義域に関して成り立つことに留意されたい。定理2は，

次の定理 3の証明に際し，補題としても利用される。

さて，この論文の最も重要な定理を述べよう。 Imai解の公理化を与える定理である。

定理 3(Imai解の公理化）

定義域 B は以下のような条件を満たすとする。 OEScR~が有限個の選択肢から構成され，か

っSnR~+=t: </,, ならば， (M,S)EB としよう。この定義域上で定義される解の中でImai解は不

変性，対称性，独立性，最適性，安定性，及び安全性をみたす唯一の解である。

なお，プレイヤーの数が2人以下の場合には，上の公理化での安定性は必要なくなる。

系

定義域 5 は定理3の条件に加えて，各(M,S)E日のMが2人以下のプレイヤーから構成されてい

るとしよう。この定義域上で定義される解の中でImai解は不変性，対称性，独立性，最適性，及び

安全性をみたす唯一の解である。

定理 3(及び系）の証明は，次節で行うことにする。 Imai解は，任意の定義域上で不変性以下六

つの公理を満たす解の一つである（定理 1)。そして，定理3の定義域上で定義された解の中では，

唯一 Imai解のみがこの六つの公理を満足する解となる。これが定理 3のいわんとするところであ

る。定理 3を次のように言いかえることもできる。定理3での定義域を所与としよう。この定義域

上での解 6がImai解である，つまり 11=<Iである，ための必要十分条件は，この解が不変性以下の

六つの公理を満たすことである，と。このうち必要条件は，既に定理1で解明されていることに注
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意されたい。

さて定理 3の解釈は次節で与えることにする。ここでは，この定理に関しての，三つの簡単な注

意事項を述べるとしよう。第 1に，定理 3の定義域に属す全ての(M,S)に関して， OEs, sはコン

パクト， sCR"!-, 及びSnR生*</, でもある。これらは交渉問題(M,S)の定義から従う。第

2に，定理3の条件を満たす定義域は幾つもある。その中で包含関系に関して，最も小さい定義域

曰は，交渉問題(M,S)のSが有限個の選択肢から構成されるもの，そしてそのような交渉問題全て

を集めて作った定義域である。逆に最も大きい定義域ゴは，交渉問題(M,S)のSがコンパクト集合

であるもの，そしてそのような交渉問題全てを集めて作った定義域である。定理3の条件を満たす

任意の定義域日は，全てがをその部分集合として含み，ゴの部分集合となる。第 3に，以下の六つ

の例が示すように，定理 3の各公理は独立である。つまり，六つの公理のうち一つでも欠ければ，

定理 3は成り立たない。以下，六つの例での定義域はすべて定理 3の条件を満たすものとしよう。

例 1(不変性）

が(M,S):=(xES:-,(ヨyE S ,ypx)} for any(M,S) EE 

つまり辞書式マクシミン解である。この解は不変性を除く全ての公理を満たす。

例 2 (対称性）

交渉問題(M,S)に関して， SdまS上での選択肢のうち，プレイヤー 1の効用を最大にしているもの

を全て集めて作った集合とする。 S,2は， S上での選択肢のうち，プレイヤー 2の効用を最大にして

いるものを全て集めて作った集合とする。 S123は， S12上での選択肢のうち，プレイヤー 3の効用を最

大にしているものを全て集めて作った集合とする。以下，帰納的に S123.,..mまでを定義する。このと

き，辞書式独裁解を

が(M,S):= Si.23,...m for any(M,S) EB 

と定義する。この解は，対称性を除く全ての公理を満足する。

例 3 (独立性）

が(M,S) : = Ss* n PO(M,S) if s*l(M,S)E Sand m.s2 

: = <r1 (M,S) otherwise. 

この解は，独立性を除く全ての公理を満たす。

例 4 (最適性）

が(M,S) : =む(M,S)U{ s• I(M,S)} for any (M,S) E Bwith s• I (M,S) E S and I (M, <$1 (M,S) 

U{ 0}) << I(M,S) and m s2. 

： = <$1 (M,S) otherwise. 
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この解は，最適性を除く全ての公理を満たす。（尚， (M,<$1(M,S) U{ 0 })が一つの交渉問題であ

ることは簡単に確認できる。）

例 5 (安全性）

Imai解と双対的な関係にある解，（交渉達成度に関する）辞書式マクシマックス解，がこの例であ

る。形式的に定義すれば，以下のようになる。

R吐の推移的な 2項関係qを次のように定義する。

For any x,y ER□ qx⇔ヨ kEM  s.t.C(y); = C(x); for any i EM  with i > k and C(y)k> 

C(x)k 

が(M,S):={XE sら（ヨ yES  s.t.y'qx')} for any (M,S)EB 

この解は，安全性を除く全ての公理を満たす。安定性の成立は定理 1と同様にして確認できる。

例 6 (安定性）

炉上の推移的な 2項関係 rを次のように定義する。

For any x,y ER生yrx⇔ C似 > C似 or [ C似=C(x)1 andヨkE M s. t. C(y}; = C(x); 

for any i EM  with i > k and C(y)k> C位］．

が(M,S):={XE S: → （ヨ yES  s.t.y'な')}for any(M,S) EB 

この解は， Imai解と辞書式マクシマックス解（例5)のhybridであるが，安定性を除く全ての公

理を満足する。

第 4節定理 3の証明

補題 1

任意の(M,S)EE6において， Mが2人のプレイヤーから構成されるとしよう。解 9が不変性，対

称性，独立性，最適性，安全性を満たすならば， a(M,S)= cr1 (M,S)となる。

証明：一般性を失うことなく， M ={ 1,2}としよう。 C1を上記の五つの公理を満足する解としよ

う。証明はSの形状に関して，いくつかのステップに分けて行う。

ステップ 1: Sが対称な場合

定理2の(2)を考慮すれば， a(M,S)= Ss* n PO(M,S)の成立を示せば十分である。

1) :a(M,S) c Ss* n PO(M,S): 

最適性により， a(M,S)c PO(M,S)は明らかである。 a(M,S)こ Ss*を示そう。 Sが対称であり， C1

が対称性を満たすので， infa(M,S)は，原点とイデアルポイントを結ぶ線分上にある。 infa(M,S)= 

s*I(M,S)であることを示せば， a(M,S)こ Ss*の成立が言えたことになる。仮にそうでないとする（背

理法）。つまり， infa(M,S)< < s* I(M,S)であったとしよう。この場合， Sの真部分集合として，選

択肢集合 T:=Ss*をとることができる。そして安全性に反する結果が帰結することが容易にわか
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る。以上から in/<1(M,S)=s* I (M,S)であることがわかる。

2) :<1(M,S)コSs*n PO(M,S): 

x E Ss* n PO(M,S)としよう。 Mが2人のプレイヤーから構成されているので， Ss*n PO(M,S) 

=(X,XO冗},where冗はM上の置換であり，が1)=2である，他ない。このことと， 1)及び <1(M,

S)の非空性を考慮すれば， XE<1(M,S)かまたは XO冗E <1(M,S)である。しかし後者の場合，対称性

により XE<1(M,S)である。いずれにせよ xE Ss* n PO(M,S)ならばX E<1(M,S)であることには

変りないので， 2) の成立が証明できたことになる。

ステップ2: Ii(M,S) = MM,S)の場合

T: =(XO冗：XE  S, 冗Ell(M)}とおく。対称な交渉問題(M,T)を考える。ステップ 1より，

① <1(M, T) = Tt* n PO(M, T) =釘(M,T)

である。 Mが2人からなることと，ステップ 2の想定により，以下の事実は，簡単に示せる。

② There is some x E Ss*n PO(M,S)s.t. Tt*n PO(M,T)=(x, xo冗}, where冗 Ell(M)and

冗(1)= 2. 

故に， Tt*n PO(M, T) n s =I=¢, であることになる。①とび及びダが独立性を満たすことから，

<1 (M,S) = <I (M,S)となって，所望の結果を得る。

ステップ3: Sが一般の場合

a = (a1 , a2) E R生を， aJ1(M,S)=砧 (M,S)となるようにとり，交渉問題(M,aS)E岱を作る。

ステップ2より， <1(M,aS)= <I (M,aS)となる。 6 とダが不変性を満たすので，これから所望の結果

を得る。 ■

補題 2

任意の(M,S)E£fiにおいて，解びが不変性，対称性，独立性，最適性，安全性，及び安定性を満

たすならば， <t(M,S)= <T (M,S)となる。

証明：プレイヤーの数が 1人ならば，最適性により明らかである。 2人の場合は既に補題 1で証

明されているので， 3人以上の場合を示せば十分である。ぴを上記の六つの公理を満足する解としよ

う。交渉問題(M,S)E日を所与とする。簡単にするため M ={ 1, …，m },m 5 3, とし， Sの形状

に関して，幾つかのステップに分けて証明していく。

ステップ1:Sは対称とするとき，び(M,S)こ <T(M,S)

交渉問題(M,S)を正規化して考える。 6 とぶが共に不変性を満たすから，この正規化された交渉

問題に関してステップ 1の関係を示せば十分である。一般性を失うことなく (M,S)自身が正規化さ

れているとしよう。

X E  <t(M,S)を任意にとる。一般性を失うことなく， x,;;X:i;; …茎 Xmとしよう。ある yESで，

y,> x, となっているものが存在するとしよう（背理法）。ここでも一般性を失うことなく， Y,;;Y2 

；；…；； Ymであるとする。選択肢集合 T:={ yo元冗Ell(M)}を定義する。 Sが対称より， Tcsで
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あり， in_拓(M,S)<< infI'となって，安全性に矛盾する。以上から① X1 i? Y1 for any y E Sが証

明できた。

さて選択肢として，その成分の一つが 1,更にもう一つがX1,残りは 0であるようなものを考え

よう。かような選択肢全ての集合を考え，それと Sとの和からなる選択肢集合Qをとる。 Qは，そ

のイデアルポイントがSのそれと等しい対称な集合である。交渉問題(M,Q)を考える。ここで <t(M,

Q)f7S=<f, としよう。すると， Qが対称であるから， in/<t(M,Q) = (O, …，O)である他ない。しかし，

これは安全性に反する結果である。故に <t(M,Q)f7 S * </, であり， X E<t(M,Q)に独立性が適用で

きて， X E<t(M,S)である。さて，この交渉問題からプレイヤー 1が利得X1を受け取って，立ち去る

としよう。 reducedproblem(M -{ 1} ,Qサ€日を考える。安定性により， x M-{l}E<t(M-{ 1} ,Qサ

である。ここで，ある yES  withy1= X1で，必＞ぁとなるものが存在するとしよう。 y-{I}をYか

らその第 1成分を除いたベクトルとし， R:={ y -01。冗．．冗 En(M -{ 1 J) Jを定義する。明らかに R

C かであり， Rは対称であるから， inf<t(M-{ 1 } , Qx) < < infRとなって，安全性に矛盾する。以

上から，②Xii? ルforany y E S with Y1 = X1が証明できた。

以下同じ論法を繰り返す。選択肢として，その成分の一つが 1, もう一つがX1,更にもう一つが

Xi, 残りは 0であるようなものをとる。かような選択肢全ての集合と Sの和からなる選択肢集合Uを

とる。交渉問題(M,U)を考える。ここで <t(M,U) n S = </, としよう。すると， Uが対称であるから，

in/<t(M, U) = (0, …，O)である他ない。しかし，これは安全性に反する結果である。故に <t(M,U)f7S 

* <f, であり， X E<t(M,S)に独立性が適用できて， XE<t(M,U)である。さて，この交渉問題からプ

レイヤー 1と2が利得X1と石を受け取って，立ち去るとしよう。 reducedproblem(M -{ 1,2), ux) 

e日を考える。安定性により， XM-{I,2} E <t(M -{ 1,2}'か）である。ここで，ある yES  withy1 = 

X1 and Y2 = Xiで，必>x.i となるものが存在するとしよう。 y ― {1,2}~ま， Yからその第 1及び2成分を除

いたベクトルとし， V.・={y―{1,2}。元冗ED(M -{l,21))を定義する。明らかに V C uxであり， Vは

対称であるから， in_佑(M-0.21, か） << infVとなって，安全性に矛盾する。以上から，③XJG必for

any y E S with Y1 = X1 and Y2 = Xiが証明できた。

以下，同様の論法を合計でm-2回繰り返して，①,②,③などと併せて次の結果をえる。

④x心 Y1for any y E S; 

Xii? Y2 for any y ES  with Y1 =ふ；

x.i i? Ys for any y E S with Y1 = X1and Y2 =知；

Xm-2~Ym-2 for any y E S with Y1 = X1 and Y2 =~. …，Ym-3 = Xm-3 

最後に，選択肢として，その成分の一つが 1, もう一つが0'残りは X1から Xm-2までを一つずつ

当てたものを考える。かような選択肢全ての集合と Sの和からなる選択肢集合Wをとる。交渉問題

(M,W)を考える。ここで <t(M,W) n S = rpとしよう。すると， Wが対称であるから， in/<t(M,W) = 

(0, …，0)である他ない。しかし，これは安全性に反する結果である。故に <t(M,W) n S * rpであ
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り， XE<1(M,S)に独立性が適用できて， XE<1(M, W)である。さて，プレイヤー 1から m-2まで

が各々利得ふから Xm-2までを受け取って，この交渉問題から立ち去るとしよう。 reducedproblem 

((m-1,m},WサEEを考えると，安定性により,(Xm-1'Xm)E <1((m -1,m}, Wx)である。補題

1により， (Xm-1,石） E cl((m-1,m},Wx)であるので，

⑤ Xm-1,,? Ym-1 for any Y E S with Y1 = X1and Y2 = Xi, …，Ym-2 = Xm-2: Xm,,? Ym for any y E S 

with Ym = Xmand Y2 = Xi, …，Ym-1 = -Xin-1 

が従う。④と⑤より， XEcl(M,S)である。

ステップ2:sは対称とするとき， <1(M,S)コcl(M,S)

ステップ 1により， <1(M,S)n cl (M,S) * </, である。 xE <1(M,SJ n cl (M,SJを任意に取り出す。

Sが対称であることと， Imai解の定義により，この Xに関して， cl(M,S) =(XO元がさH(M)}である。

この事実と， 6が対称性を満たすことより，ステップ2の成立は明らかである。

ステップ3:Ii(M,S)=, …，= Im(M,S)の場合

T: =(XO冗:xES, が司1(M)}とおく。対称な交渉問題(M,T)を考える。ステップ 1, 2より，

⑥ <1(M, T) = cl (M, T) 

Imai解の定義により， cl(M,T) n S *¢,, 故に Imai解が独立性を満たすから，⑦ cl(M,T)n S 

= cl(M,S)である。いま, <1(M, T) n S = </, としよう。 Tの定義により，任意の yE <1(M,T)に関

して，ある置換冗と xESが存在して， XO冗=y E <1(M,T)である。びが対称性を満たすから， x

E <1(M,T)となり，矛盾する。故に 6が独立性を満たすので， <1(M,T) n S = <1(M,S)である。⑥，

⑦，⑧より，所望の結果， <1(M,S)= cl (M,S)を得る。

ステップ4; Sが一般の場合

a=(. 匹…，am)ER1十を， aふ(M,S)=,…，= amlm(M,S)となるようにとり，交渉問題(M,aS)EE

Sを作る。ステップ3より， <1(M,aS)= cl (M,aS)となる。ぴと¢が不変性を満たすので，これから所

望の結果を得る。 ■

補題2の証明法に関して，一つ留意すべき点がある。ステップ1での証明に使ったアルゴリズム

に関してである。このアルゴリズムは， m人のプレイヤーからなるオリジナルな交渉問題からプレ

イヤーを一人ずつ退去させ， reducedproblemを作り，安定性を適用する，といった操作の繰り返

しからなる。しかし補題2では，この繰り返しを， reducedproblemでプレイヤーの数が 2人にま

で収縮する時点でストップさせ， 2人と 1人のケースは別個に証明している。一見したところ，こ

のアルゴリズムを 2人の交渉問題にも適用した方が，証明は簡潔になるように見える。しかし，こ

の方法を用いるには， 2人交渉問題で解が選ぶ選択肢が， reducedproblemに残るプレイヤーに対

し彼の（その 2人交渉問題での）イデアルポイントと等しい効用を保証していない限り，不可能な

のである。これは安定性の適用される reducedproblemでのイデアルポイントが，オリジナルな交

渉問題のそれと等しいこと，及び解が最適性を満たすことに起因している。従って操作は面倒にな
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っても，アルゴリズムを 2人の交渉問題に適用することはできないのである。

定理 3の証明：交渉問題(M,S)E日を所与とする。 Gを六つの公理を満足する解としよう。証明は

幾つかのステップに分けて行われる。簡単にするために M = (1, …，m} とする。

ステップ 1: び(M,S)こ a-1(M,S)

X E  <1(M,S)とyESを任意にとる。 Tを有限個のSの要素からなる選択肢集合であり， l(M,T)

= l(M,S)かつ XET,y ETであるとしよう。かようなTがwelldefinedであることは，XERり

（なぜなら 6 は最適性を満足するから）と Sのコンパクト性より従う。独立性により， XEO'(M,T) 

である。さてびとけのデ上での制限 (restriction) は，共にデを定義域とする解の一つであり，

六つの公理を満足している。故に補題 2により，先に示した XEO'(M,T)から XEa-1(M,T)がいえ

る。つまり，→ (y'px')である。 yESは任意であったから， XEa-1(M,S)であり， O'(M,S)こ cl(M,

SJが示し得たことになる。

以下の証明は，補題 2のステップ 2以降と実質的には同じである。重複を厭わず再述しよう。

ステップ2: Sは対称とするとき, ,,-(M,S)コa-1(M,S)

ステップ1により， ,,-(M,S)n a-1 (M,S) *¢, である。 XEび(M,S)n a-1 (M,S)を任意に取り出す。

Sが対称であり， Imai解の定義により，この Xに関して， a-1(M,S)=(XO元冗Ell(M)}である。この

事実と，びが対称性を満たすことより，ステップ2の成立は明らかである。

ステップ 3: li(M,S)=, …，= lm(M,S)の場合

T: =(XO冗：XE  S, 冗Ell(M)}とおく。対称な交渉問題(M,T)を考える。ステップ1, 2より，

① ,,-(M,T)=む(M,T)

Imai解の定義により， a-1(M, T) n S *¢,, 故に Imai解が独立性を満たすから，② a-1(M,T) n S 

= a-1(M,S)である。いま， ,,-(M,T) n S =¢, としよう。 Tの定義により，任意の yE <1(M, T)に関

して，ある置換冗と xESが存在して， XO冗=y E,,-(M,T)である。びが対称性を満たすから， X E

,,-(M,T)となり，矛盾する。故に 6が独立性を満たすので， ,,-(M,T) n S = ,,-(M,S)である。①，②,

③より，所望の結果， ,,-(M,S)= a-1 (M,S)を得る。

ステップ4;5が一般の場合

a = (a1, ... ,am) E R生を， a』(M,S)=, …, ＝叫;,.(M,S)となるようにとり，交渉問題(M,aS}EE

を作る。ステップ3より,,,-(M,aS) = a-1 (M,aS)となる。 6 とげが不変性を満たすので，これから所

望の結果を得る。 ■

系の証明：定理3の証明と同様な論法で，補題 lょり導かれる（演習問題）。 ■

Imai解は，個人間厚生比較に関与する解である。実際，この解では，選択肢 Xを交渉の帰結とし

て選ぶか否かを決定する際， Xの下でプレイヤー iが享受する効用を他のプレイヤー jがX または
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その他の選択肢の下で享受する効用と比較しなければならない。特に， Imai解は，自分よりも交渉

力などで劣位にあるプレイヤーの厚生に配慮する。この意味で， Imai解は我々の正義観念に強く訴

えるものを持つ。しかしながら，正義や公正に配慮せざるを得ない社会的選択においてならば，こ

のような個人間厚生比較は必要とされるであろうが，交渉問題においては，必ずしもそうである必

要はない。交渉に臨むプレイヤー達は，必ずしも他者の厚生の改善に関心を抱く必要はないのであ

る。実際のところ， Imai解の公理化に寄与する公理はいずれも，交渉におけるプレイヤーの合理的

選択を記述しているのみである。そこには，個人間厚生比較に関する，いかなる正義観念も含まれ

ていない。にもかかわらず，これらの公理だけから，個人間厚生比較を可能にする交渉解が正当化

されるということ（定理3) は，極めて興味深い事実である。

繰り返しになるが，定理3に登場する公理はいずれも，個人間厚生比較に関する，いかなる主張

も持っていない。これは我々が強調したい点である。この点で説明を要するのは，安全性と対称性

であろう。一見したところ，安全性は個人間厚生比較に関与した公理であるように思える。しかし，

ここでプレイヤー達が比較しているのは，自分が受け取る可能性のある効用の最低保証レベルだけ

である。彼らは自分の効用と他者の効用との比較を行っているわけではない。対称性も，既に説明

したように，交渉力において差のないプレイヤーは同一の効用を交渉においてうる筈だ，という言

明を意味しているだけである。それは，同一の効用を交渉においてうる「べき」である，といった

規範的なニュアンスを含んではいない。

それでは何故，個々の公理は個人間厚生比較に関する，いかなる主張も持っていないにも関わら

ず，これらが連動すれば， Imai解の指示する個人間厚生比較を導くのであろうか。これに関しては，

二つの論点がある。

第一の論点は一般的なものである。これは，個人間厚生比較を，解が異なるプレイヤーの効用の

比較を行う，という一般的な意味に解釈した場合での議論である。この解釈の下では，本稿での新

しい公理，安全性と安定性，に訴えなくとも，残る四つの公理，対称性，独立性，不変性，最適性

の協同的な働きによって個人間厚生比較は可能になる。実際，例えばNash解で，プレイヤー達の効

用のウエイトを等しくする働きは対称性が担っていることなどはよく知られている。従って第一の

論点に関しては，特にこれ以上触れるべきことはない。

これに対して，第二の論点は重要である。それは，個人間厚生比較を，先の論点よりも限定した

意味に解釈したときでの議論に関わる。つまり，個人間厚生比較を Imai解が指示するようなそれ，

つまり交渉達成度の低いプレイヤーの順から改善を図るというような方式，であると解釈した場合

である。明らかに安全性は（他の公理との連動の結果），このような厚生比較を可能にする論理構造

において，一つの役割を担っている。しかし安全性は，最も低い効用を得るプレイヤーの立場をで

きる限り改善することを可能にするのみである。それは 2番目， 3番目，．．．に効用が低いプレイヤ

ーの立場を改善することは要求してはいない。つまり安全性だけが， Imai解の持つ交渉達成度の辞

書式な改善の全てをサポートしているわけではないのである。さらに安全性は効用水準での改善を
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要求するのみであり，交渉達成度の改善とは直接には関与していない点も留意すべきであろう。

この点で，注目すべきは安定性の役割であろう。プレイヤーの数が2人のケースに限れば，事実

上，安全性は，他の公理との連動の結果，交渉達成度の低い順にプレイヤーの立場を辞書式に改善し

ていることを要求する（補題 1)。一方，もう一つの公理，安定性は，プレイヤーの数が一般の場合

での交渉問題も 2人プレイヤーのケースと整合する形で解決することを要求している。以上の二つ

の事実は，結局， 2人プレイヤーでの Imai解の考えに基づく解決法を一般のケースでの規範とする

ように要求するのである。これが，なぜ定理3の公理系がImai解における個人間厚生比較を可能し

ているかに関する我々の推測である。安全性が，実はプレイヤー間の厚生を辞書式に改善する働き

を持つ，ということは，十分指摘に値する論点である。

尤も，安全性と安定性以外にも， Imai解が指示する交渉達成度の低い順からの辞書式改善を可能

にする他の公理系は，考えられるであろう。実際， Imai(1983)は，標準的なナッシュ交渉問題の

設定で，不変性，対称性，独立性，最適性，及びある特殊な単調性 (IndividualMonotonicity)を

使って， Imai解を公理化している。言うまでもなく，標準的な設定とは，選択肢集合が凸コンパク

トかつ comprehensive,及びプレイヤーの人数は一定ということである。単調性以外は本稿での公

理と同じ意味を持っている。従って，我々の設定でもプレイヤーの数を一定にし，単調性を改訂す

ることによって Imai解を公理化することは可能であると推測できる。またこれとは逆に， Imai

(1983)の設定でプレイヤーの数を可変にすることも考えられる。この設定で，単調性の代わりに

本稿での安定性に類似した公理を利用して，Imai解の alternativeな公理化が可能かもしれない。こ

れらは残された主題である。

第 5節結論

ナッシュ交渉問題での解の公理はいずれも，交渉に臨むプレイヤー達が，公理の前提に記述され

ている状況に置かれている場合に，彼らがとるであろう合理的選択に関する言明である。そして交

渉ゲームでの公理分析で問われているのは，プレイヤーの合理的選択を予測する一組の公理が与え

られたとき，いかなる交渉結果が帰結するか，ということに他ならない。公理は，そこで描写して

いる状況においてプレイヤーがいかに行動するか，という行動規範的 (prescriptive)な視点から立

てられている。プレイヤーが（社会的ないし公共的な見地から）いかに行動すべきか，という社会

的選択理論でよくあるような，価値規範的 (normative)な視点から立てられているわけではない。

同じ公理分析といっても，交渉問題で問われる問題は社会的選択でのそれとは別個のものである。

この違いは明確に認識すべきである。本稿で利用した公理は，全てナッシュ交渉問題のこの問題設

定に従って，行動規範的な視点から定義し，解釈を与えたつもりである。この点，読者諸氏には誤

読なきよう願う次第である。

さて，公理が交渉に際してのプレイヤーのとる行動を表すとすれば，六つの公理の中で，最も説

明を要するのは，やはり安全性であろう。このことは，しかし，安全性がこれらの公理の中で最も
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problematicである，という理由からではない。残りの公理は既に多くの文献で扱われ，解釈が与え

られてきたのに比べ，安全性は本稿でのオリジナルな公理であり，この公理の意味に関し十分に説

明する責任が本稿にあるという，理由からである。これに関しては，三つの論点があると思う。

(1)第 2節の終わり近くで述べたように，安全性が前提とする状況は，プレイヤー達がv.N.M.期待

効用関数を持たないか，持っていても十分信用できる randomizationdeviceが全く存在しない，そ

ういう不確実性が支配する状況である。そして，このような状況でのプレイヤーの選択行動は，安

全性公理が意味するマクシミン的な危険回避仮説以外にも，様々なタイプが考えられる，と説明し

た。例えば，マクシミンとは逆に，プレイヤーは自分の得る可能性のある最大効用を重視し，これ

に従って行動するマクシマックスタイプであるとか，自分の得る平均効用を重視し，これに従って

行動する平均効用仮説などが，すぐに思い浮かぶ。これらのうち，どれを妥当と見なすかは，実際

意見の分かれるところである。この点に関し，我々は，次の点を指摘するだけにとどめたい。これ

らの問題は，不確実性の下での合理的選択に関するより一般的かつ根本的な問題の中に包括される，

と。すなわち，生起するイベントに対して先験的な確率分布をプレイヤー達が形成することができ

ない状況での合理的意思決定問題の中にである。我々としては，この問題の考察は，その方面の専

門家に委ねたいと思う 8)。

公理分析での立場からなら，マクシミンは勿論，マクシマックス等，他の基準もを含めた，様々

な不確実性下での行動仮説を包摂しうる形で，安全性公理を定式化することはできる。例えば， z
を与えられた交渉問題での選択肢集合ないし，解が選ぶ選択肢の集合とする。各プレイヤーはその

中の各選択肢が実際に交渉結果として帰結する主観的確率を持っていると仮定する。プレイヤーは，

Zの各選択肢で享受する効用を主観確率でウエイト付けし，その算術和を彼が持つZに対する評価

とするのである9)。そして in/Zをこの評価値に置き換えて，安全性を定義し直すことができる。す

ると，本稿での安全性は，このより一般化された定義では， Zの評価値において全てのプレイヤー

がZの中で彼にとって最悪の選択肢の生起確率が 1であるとした場合にあたることが容易にわか

る。この一般化された安全性が他の公理と相侯って，いかなる解を正当化し得るかは，本稿の一つ

8)ただ一つだけ，マクシミン行動仮説を擁護するとすれば，何が起こるか確率的にも予測できない，そういう状況

の下ならば，マクシミン行動をプレイヤーがとるということは一定の説得力があるように見える，ということであ

ろう。元々ノイマン・モルゲンシュテルンの混合戦略によるミニマックス均衡は，そのような状況で成立する可能

性の高い均衡として解釈されてきたからである。この点に関連して言えば， Harsanyi(1975)によるRawls(1971) 

批判も参考になるだろう。 HarsanyiはRawlsの格差原理を合理的なプレイヤー達が選択する筈がないと批判した。

しかし，格差原理が正当化される，無知のベール (veilof ignorance) という状況は，まさに先ほど述べた何が起

こるか確率的にも予測できない状況である。この状況でRawlsの格差原理が果たしてHarsanyiの言うように，選択

されないかは，即断できないであろう。（ただ，この論争は不確実性下でのプレイヤーの行動に直接関わるものでは

なく，社会契約論的な文脈で，いかなる正義原理をプレイヤー達が選択するか，という問題として論じられた，と

いう点は注意すべきである。）

9) Zは有限集合と見なして，読んでいただきたい。 Zが無限個の元からなる場合は，この操作は測度論的立場から，

もう少しまじめに議論しなければならない。
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の拡張であり，興味ある主題である。

(2)選択肢集合が非凸である想定は，プレイヤーがv.N.M期待効用関数に従って行動しているわけで

はない，ことを意味する。（これ以外に， v.N.M期待効用関数を持っているのだが，信頼すべき ran-

domization deviceが存在しないために，これを利用できない場合もあるが，ここでは，このケース

は無視することにする。）しかし，プレイヤーがv.N.M期待効用関数に従って行動しないという仮説

が，選択肢集合の非凸性を帰結しえるとはしても，それが定理 3の定義域に属する選択肢集合にな

るとまでは，言えるわけではない。この点は，十分に自覚すべきであろう。定理 3で許容され得る

選択肢集合が，プレイヤーのいかなる非v.N.M.タイプの不確実性下での選好関係から導かれるか

は，実は明らかではないのである。この点を明らかにしない限りは，定理 3の価値を見定めること

はできない。この批判は， (1)と違い，本稿固有の問題ではなく，非凸な交渉問題に関する，これま

での研究全て (Mariatti(1998), Nagahisa and Tanaka (1999)など）に該当することでもある。

(3)辞書式順序が，連続ではないことはよく知られている (Debrue(1959))。Imai解も例外ではな

く，選択肢集合が Hausdorff距離に関して連続的に変化しても，解が選ぶ選択肢の集合が同じ距離

に関して連続的に変化する保証はない。この点は Nagahisa and Tanaka (1999)で，非凸な選択

肢集合を認める場合でのKS解の公理化で，この意味での連続性の公理が利用されたことと対照を

なしている。 Imai解はパレート最適性を確保するために連続性を犠牲にしているのである（反対に

KS解は，連続性を確保するために，パレート最適性を犠牲にしているといえる。）。 Nagahisa and 

Tanakaでも本稿の公理のうち，不変性，対称性，独立性の三つは公理として利用されていることを

考えれば，（安定性の働きに関しては，ひとまず措くことにして）安全性がこのような非連続的な交

渉結果を帰結する直接の原因とみなしていいだろう。解が連続性を持たないということは，プレイ

ヤー達が交渉の場で誤り（特に交渉妥結可能な選択肢が何かに関する認識上の誤り）をごくわずか

でも犯せば，それが交渉結果に大きく響くことを意味する。安全性が背後に想定する，自分の立場

が最悪になることを極度に恐れるという意味で，極めて慎重なプレイヤー達が，果たして，かよう

なdisturbanceに関して極めて脆弱なリスクの高い交渉を行うか，は疑問の余地があろう。この点

も，残された主題の一つである。

以上のように，安全性が想定する，プレイヤーの交渉における危険回避行動仮説には，更に検討

すべき幾つかの課題がある。しかし，この点に関して，ささやかながら本稿で明らかになったこと

があるとすれば，それは以下のとおりであろう。こと交渉問題に関する限り，プレイヤーがマクシ

ミン原理の指示するような危険回避的行動をとるかどうかは，（他の五つの公理で指示される交渉を

彼らが行うという前提の下での話であるが）， Imai解が指示する交渉結果を受入れるかどうかにか

かっている，と。そして，これこそが，本稿での主定理（定理 3) の放つメッセージの一つに他な

らないのである。

主定理の持つもう一つのメッセージも忘れてはならない。それは， Imai解が個人間厚生比較を行

う解である，ということである。これについては，前節で十分な説明を行った。我々の公理系は一
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見したところ，個人間厚生比較には直接には関与しない。にもかかわらず，これらが何故 Imai解の

指示する厚生の個人間比較を可能にするのか，そこで十分に説明したつもりである。

我々は Imai解の公理化のために， Imai(1983)とは異なる二つの設定を課した。選択肢集合が必

ずしも凸ではない，という設定と，交渉に参加するプレイヤーの数を可変とする設定である。当然，

このうちの一方の設定のみを採用した場合での Imai解の公理化は，次に出てくる疑問である。実際

これらが明らかになれば，本稿での考察，特に個人間厚生比較に関する安全性と安定性の働きに関

する我々の考察，はより明晰なものとなるであろう。
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